
　氏 名

今般、 　は、下記検査対象軽自動車の
　住 所

１．新規検査　２．継続検査　３．構造等変更検査　４．予備検査　５．自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付申請　６．自動車検査証の記入申請　

７．自動車検査証返納届　８．自動車検査証返納証明書交付申請　９．解体の届出　１０．解体の届出（滅失・用途廃止等）　　

１１．輸出の届出及び輸出予定届出証明書交付申請　１２．輸出予定届出証明書返納届出　１３．再輸入見込届　

１４．自動車検査証返納後の所有者変更記録申請　１５．検査記録事項等証明書交付請求　１６．自動車検査証再交付　　

１７．自動車予備検査証再交付　１８．限定自動車検査証再交付　１９．検査標章再交付

に関する手続きの書類の提出を、申請者/届出者/請求者から依頼されたため、代わりに提出します。

この申請依頼書は、申請代理人が行う自動車重量税還付申請にはご使用いただけません。

申　　　請　　　依　　　頼　　　書

 車　　両　　番　　号 　　車　　台　　番　　号

記

行政書士　遠藤　諒

東京都青梅市勝沼3-182-1 多摩川行政書士事務所


